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私たち全国青年司法書士協議会は、全国の青年司法書士約２，７００名で構成

する「市民の権利擁護及び法制度の発展に努め、もって社会正義の実現に寄与す

ること」を目的とする団体である。 

当協議会は、１３年連続「全国一斉生活保護１１０番」をはじめとした生活保

護に関連する様々な取組みを実施し、現場で生活に困窮する市民を支援し続けて

きた立場から、２０１７年１２月８日の第３５回社会保障審議会生活保護基準部

会において示された生活保護基準引下げの動きに対して、以下のとおり声明を発

する。 

 

声明の趣旨 

 生活保護利用者の現状を無視し、「健康で文化的な生活」を維持し得ていない

生活保護利用者をさらに追い詰め、市民生活全般の底下げをもたらす生活保護

基準の引き下げの動きに断固反対する。 

 

声明の理由 

２０１７年１２月８日の第３５回社会保障審議会生活保護基準部会において、

２０１８年度からの生活扶助基準本体や、母子加算、児童養育費加算の削減、

学習支援費の廃止等の方針が示された。それによると、生活扶助費は、夫婦子

２人世帯（都市部）で１８万５２７０円から１５万９９６０円へと２万５３１

０円（１３．７％）、子２人の母子世帯（都市部）で１５万５２５０円から１４

万４２４０円へと１万１０１０円（７．１％）もの大幅削減となる可能性があ
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る。子どものいる世帯に対する生活保護費削減は２０１３年度にも行われてい

る。相次ぐ引き下げは現代日本の社会問題となっている格差と貧困の拡大を無

視しており、子どもが安心して生活し成長する機会を奪うことは、子ども時代

の不利益にとどまらず、憲法２６条が保障する教育を受ける権利（学習権）の

見地からも次の世代の貧困をも生み出す連鎖を助長するもので断じて容認でき

ない。 

そもそも、今回の引き下げの考え方は、第１十分位という、所得階層を１０

に分けた一番下位（下位１０％）の階層の消費水準に合わせて生活保護基準を

引き下げるものであるが、生活保護制度利用者が増えているとはいえ、困窮に

あえぐ多くの市民が生活保護制度を利用できていない現実がまだまだある。捕

捉率（生活保護基準以下の世帯で、実際に生活保護制度を利用している世帯数の割

合）は２～３割程度である。本来、国は、憲法２５条「健康で文化的な生活」を

保障するために人として尊厳ある生活を保障し、必要な人が生活保護制度を利

用しやすいようにしなければならない。しかしながら、現実は、生活保護が利

用できるにもかかわらず窓口で追い返されたり、正当な理由無く生活保護を打

ち切られるという保護の現場における違法・不当な運用は後を絶たない。当協

議会は、１３年連続で「全国一斉生活保護１１０番」を実施しているが、住宅

扶助基準の引下げや冬季加算の引下げが行われた平成２７年度には、全国各地

から７，８９３件、平成２８年度は７６５０件もの架電があり、平成２７年度

は４５９件、平成２８年度は５３６件もの相談に応じたが、上記のような生活

保護行政による多くの違法・不当な運用により、逼迫した現状を訴える相談が

数多く寄せられている。 

 このような状況の中、第１十分位の消費水準に合わせて生活保護基準を引き

下げることは、生活保護制度を利用できるのに利用していない低所得者層と生

活保護基準を比べることになり、当然生活保護基準が高いという結果になり、

これでは、どこまでも生活保護基準を下げ続ける「引き下げスパイラル」を招

くことになる。 

 また生活保護基準は、最低賃金、住民税非課税基準、就学援助など様々な低

所得者施策と連動しており、生活保護基準の引き下げは、生活保護制度を利用

していない市民全般の生活水準の引き下げにもつながる。 

よって、当協議会は、生活保護利用者の生活実態を考慮せず、貧困の拡大連

鎖につながる今回の根拠なき生活保護基準の引き下げの動きに断固反対するも

のである。 


